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(57)【要約】
【課題】地震の際に基礎地盤が液状化を起こす場合であ
っても基礎地盤上の既設盛土における外縁の変形を抑制
する非液状化一体構造体の一体性を強化した既設盛土の
液状化対策メンテナンス工法を提供すること。
【解決手段】基礎地盤Ｂの上方に造成された既設盛土１
１０の法尻部１１１を撤去する法尻部撤去工程と、法尻
部１１１とこの法尻部１１１の外縁との下方に掘削領域
Ａ３を形成する法尻下方基礎地盤掘削工程と、掘削領域
Ａ３に砕石１２１、１２３と補強シート１２２とからな
る非液状化一体構造体１２０を設置する非液状化一体構
造体設置工程と、非液状化一体構造体１２０の上方にふ
とん籠１３２と栗石１３３と押え盛土１３４とからなる
盛土崩れ抑止重し１３０を設置する盛土崩れ抑止重し設
置工程とを備え、補強シート１２３が、シート状のジオ
シンセティックスまたは金網からなること既設盛土１１
０の液状化対策メンテナンス工法。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎地盤の上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と、
　前記法尻部と該法尻部の外縁との下方に掘削領域を形成する法尻下方基礎地盤掘削工程
と、
　前記掘削領域に砕石と補強シートとからなる非液状化一体構造体を設置する非液状化一
体構造体設置工程と、
　前記非液状化一体構造体の上方にふとん籠と栗石と押え盛土とからなる盛土崩れ抑止重
しを設置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、
　前記補強シートが、シート状のジオシンセティックスまたは金網からなることを特徴と
する既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項２】
　前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、
　前記盛土崩れ抑止重しが、前記押え盛土の外縁側に下層側のふとん籠と上層側のふとん
籠との少なくとも一部を重複して組み立てて前記既設盛土の法面より急勾配に積層されて
いることを特徴とする請求項１に記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項３】
　前記ふとん籠が、前記栗石を充填する籠状のギャビオンと該ギャビオンの底面から延設
されるシート状の補強床材とからなり、
　前記ギャビオンが、前記栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する枠部と、
前記栗石よりも小さい網目寸法を有して前記枠部からなる６つの面に取付けられた網目状
の網部とから構成され、
　前記補強床材が、前記ギャビオンの底面の両側にある枠部から延設された床枠部と、該
床枠部に取付けられた網目状の床網部とから構成されることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項４】
　前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記既設盛土の法面に対する遠端側にギャビオンを
組み立てるとともに前記ギャビオンから既設盛土の法面に向かって補強床材を延設して組
み立てるふとん籠組立工事と、前記栗石をギャビオンの内部空間に充填する栗石充填工事
と、前記ギャビオンと既設盛土の法面との間に設置された補強床材の上面に押え盛土を敷
均しして締固めする押え盛土敷設工事とからなることを特徴とする請求項３に記載の既設
盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項５】
　前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記ふとん籠組立工事の前に前記補強シートを底面
に敷設する補強シート底面敷設工事を有していることを特徴とする請求項４に記載の既設
盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項６】
　前記ジオシンセティックスが、前記法尻部からの遠近方向に沿って延設される複数の縦
帯と該複数の縦帯を連結補強する横帯とを格子状に交絡配置して形成され、
　前記縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層と該芯材層を被覆するポリエ
チレン樹脂からなる被覆層とで構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項５の
いずれか１つに記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項７】
　前記非液状化一体構造体設置工程が、前記掘削領域の底面側に砕石を敷設する下層砕石
敷設工事と、該下層砕石敷設工事の後に補強シートを敷設する補強シート敷設工事と、該
補強シート敷設工事の後に砕石を再度敷設する上層砕石敷設工事とから構成され、前記補
強シートを前記砕石で挟設した非液状化一体構造体を前記掘削領域に形成することを特徴
とする請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス
工法。
【請求項８】
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　前記非液状化一体構造体設置工程が、前記掘削領域の底面側に補強シートを敷設する下
側補強シート敷設工事と、該下側補強シート敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷
設工事と、該包設用砕石敷設工事の後に補強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工
事と、該上側補強シート敷設工事の補強シートと前記下側補強シート敷設工事の補強シー
トとのそれぞれの外周端部同士を連結する補強シート連結工事とから構成され、前記砕石
を前記補強シートで包設した非液状化一体構造体を前記掘削領域に形成することを特徴と
する請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法。
                                                                                
    
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基礎地盤の上方に施工された既設盛土の変形を抑制する既設盛土の液状化対
策メンテナンス工法であって、特に、地震の際に基礎地盤が液状化を起こす場合であって
も基礎地盤上に施工された既設盛土の変形を抑制する既設盛土の液状化対策メンテナンス
工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、既設盛土の液状化対策メンテナンス工法として、盛土構造物の法尻部から基礎地
盤内に向けてせん断変形拘束壁を施工し、盛土構造物の法尻部から基礎地盤内に盛土構造
物の略中央に向けて傾斜するように排水管を設けて、せん断変形拘束壁の近傍に、このせ
ん断変形拘束壁の深さ方向に沿って複数の梁部を設ける鉄道・道路用の盛土構造物におけ
る液状化対策工法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０１６２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の鉄道・道路用の盛土構造物における液状化対策工法は、
法尻部の外縁領域に基礎地盤を削孔・堀削・攪拌する深層混合処理機などの削孔・堀削・
攪拌重機のための重機足場をドラッグショベルなどの重機によって施工する必要があり、
さらに、深層混合処理機などの削孔・堀削・攪拌重機で基礎地盤の地中深い箇所まで削孔
・堀削・攪拌して排水管や梁部を設置したり大量のセメントを流し込んで地盤を改良する
必要があり、また、ドラッグショベルなどの重機によって重機足場を撤去する必要があり
、施工が大がかりで困難であるという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、前述したような従来技術の問題を解決するものであって、すなわち
、本発明の目的は、地震の際に基礎地盤が液状化を起こす場合であっても基礎地盤上の既
設盛土における外縁の変形を抑制する非液状化一体構造体の一体性を強化した既設盛土の
液状化対策メンテナンス工法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本請求項１に係る発明は、基礎地盤の上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法
尻部撤去工程と、前記法尻部と該法尻部の外縁との下方に掘削領域を形成する法尻下方基
礎地盤掘削工程と、前記掘削領域に砕石と補強シートとからなる非液状化一体構造体を設
置する非液状化一体構造体設置工程と、前記非液状化一体構造体の上方にふとん籠と栗石
と押え盛土とからなる盛土崩れ抑止重しを設置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、
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前記補強シートが、シート状のジオシンセティックスまたは金網からなることにより、前
述した課題を解決するものである。
　ここで、「法尻下方基礎地盤」とは、基礎地盤が液状化する前の状態において法尻部が
崩れないように法尻部を支持する範囲の基礎地盤をいう。
【０００７】
　本請求項２に係る発明は、請求項１に記載された既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法に加えて、前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、前記盛土崩れ抑止重
しが、前記押え盛土の外縁側に下層側のふとん籠と上層側のふとん籠との少なくとも一部
を重複して組み立てて前記既設盛土の法面より急勾配に積層されていることにより、前述
した課題をさらに解決するものである。
【０００８】
　本請求項３に係る発明は、請求項１または請求項２に記載された既設盛土の液状化対策
メンテナンス工法に加えて、前記ふとん籠が、前記栗石を充填する籠状のギャビオンと該
ギャビオンの底面から延設されるシート状の補強床材とからなり、前記ギャビオンが、前
記栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する枠部と、前記栗石よりも小さい網
目寸法を有して前記枠部からなる６つの面に取付けられた網目状の網部とから構成され、
前記補強床材が、前記ギャビオンの底面の両側にある枠部から延設された床枠部と、該床
枠部に取付けられた網目状の床網部とから構成されることにより、前述した課題をさらに
解決するものである。
【０００９】
　本請求項４に係る発明は、請求項３に記載された既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法に加えて、前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記既設盛土の法面に対する遠端側にギ
ャビオンを組み立てるとともに前記ギャビオンから既設盛土の法面に向かって補強床材を
延設して組み立てるふとん籠組立工事と、前記栗石をギャビオンの内部空間に充填する栗
石充填工事と、前記ギャビオンと既設盛土の法面との間に設置された補強床材の上面に押
え盛土を敷均しして締固めする押え盛土敷設工事とからなることにより、前述した課題を
さらに解決するものである。
【００１０】
　本請求項５に係る発明は、請求項４に記載された既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法に加えて、前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記ふとん籠組立工事の前に前記補強シ
ートを底面に敷設する補強シート底面敷設工事を有していることにより、前述した課題を
さらに解決するものである。
【００１１】
　本請求項６に係る発明は、請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載された既設盛土
の液状化対策メンテナンス工法に加えて、前記ジオシンセティックスが、前記法尻部から
の遠近方向に沿って延設される複数の縦帯と該複数の縦帯を連結補強する横帯とを格子状
に交絡配置して形成され、前記縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層と該
芯材層を被覆するポリエチレン樹脂からなる被覆層とで構成されていることにより、前述
した課題をさらに解決するものである。
【００１２】
　本請求項７に係る発明は、請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載された既設盛土
の液状化対策メンテナンス工法に加えて、前記非液状化一体構造体設置工程が、前記掘削
領域の底面側に砕石を敷設する下層砕石敷設工事と、該下層砕石敷設工事の後に補強シー
トを敷設する補強シート敷設工事と、該補強シート敷設工事の後に砕石を再度敷設する上
層砕石敷設工事とから構成され、前記補強シートを前記砕石で挟設した非液状化一体構造
体を前記掘削領域に形成することにより、前述した課題をさらに解決するものである。
【００１３】
　本請求項８に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項６のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、前記非液状化一体構造体設
置工程が、前記掘削領域の底面側に補強シートを敷設する下側補強シート敷設工事と、該
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下側補強シート敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷設工事と、該包設用砕石敷設
工事の後に補強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工事と、該上側補強シート敷設
工事の補強シートと前記下側補強シート敷設工事の補強シートとのそれぞれの外周端部同
士を連結する補強シート連結工事とから構成され、前記砕石を前記補強シートで包設した
非液状化一体構造体を前記掘削領域に形成することにより、前述した課題をさらに解決す
るものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法は、地震の際に基礎地盤が液状化を起
こす場合であっても基礎地盤上に施工された既設盛土の変形を抑制することができるばか
りでなく、以下のような特有の効果を奏することができる。
【００１５】
　本請求項１に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、基礎地盤の
上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と、法尻部とこの法尻部の
外縁との下方に掘削領域を形成する法尻下方基礎地盤掘削工程と、掘削領域に砕石と補強
シートとからなる非液状化一体構造体を設置する非液状化一体構造体設置工程と、非液状
化一体構造体の上方にふとん籠と栗石と押え盛土とからなる盛土崩れ抑止重しを設置する
盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、補強シートが、シート状のジオシンセティックスま
たは金網からなることにより、法尻部とこの法尻部の外縁との下方に設置された非液状化
一体構造体の締固めに作用させる盛土崩れ抑止重しがふとん籠および栗石を用いて押え盛
土の保型性を高めているため、法尻部の下方の砕石およびジオシンセティックスまたは金
網からなる補強シートがこれらの間で摩擦力を発生させて曲げ変形に強い非液状化一体構
造体となり、地震発生の際にこの非液状化一体構造体よりも外側の外側領域基礎地盤が液
状化した場合に、非液状化一体構造体が液状化した外側領域基礎地盤より剛性の高い盤と
して殆ど流されずに位置するとともに、地震発生の際に既設盛土に変形や円弧すべりさせ
ようとする力が発生した場合であっても、既設盛土の法面に設置されて保形性を高められ
た盛土崩れ抑止重しが、非液状化一体構造体の締固めを継続して滑り移動に対する摩擦抵
抗を増加させて変形を抑止し、既設盛土の法尻部が滑り落ちて破壊されてしまうことを回
避して安定化を図ることができる。
　さらに、従来の液状化対策メンテナンス工法のような重機足場の設置、基礎地盤の深掘
削による排水管や梁部の設置、大量のセメントを流し込むことによる地盤改良などの必要
がないため、施工の簡素化と工期の短縮化を図ることができる。
　また、既設盛土における法尻部より内側中央箇所の一時除去、既設盛土における内側中
央箇所の下方にある中央基礎地盤の掘削などの必要がないため、既設盛土の建造物、例え
ば、道路などを撤去する必要がないため、施工中であっても緊急車両が通過することがで
きる。
　また、非液状化一体構造体が通気性に優れて既設盛土中の余分な水分が非液状化一体構
造体を介して法尻部外側の地表面に放出されるとともに既設盛土が液状化する前の段階で
既設盛土中の水分が非液状化一体構造体を介して排水されるため、既設盛土の液状化を回
避することができる。
【００１６】
　本請求項２に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１に
係る発明が奏する効果に加えて、盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、盛土
崩れ抑止重しが、押え盛土の外縁側に下層側のふとん籠と上層側のふとん籠との少なくと
も一部を重複して組み立てて既設盛土の法面より急勾配に積層されていることにより、積
層された盛土崩れ抑止重しが、既設盛土側に設置した押え盛土の外縁側を強固な壁面で取
り囲んだ構造となり、盛土崩れ抑止重しの壁面を急勾配化することによって緩勾配の押え
盛土よりも荷重を増加させているため、非液状化一体構造体の既設盛土の法面に対する遠
端側の締固めがより一層強固になって摩擦抵抗をより一層増加させて変形を抑止すること
ができる。
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【００１７】
　本請求項３に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１ま
たは請求項２に係る発明が奏する効果に加えて、ふとん籠が、栗石を充填する籠状のギャ
ビオンとこのギャビオンの底面から延設されるシート状の補強床材とからなり、ギャビオ
ンが、栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する枠部と、栗石よりも小さい網
目寸法を有して枠部からなる６つの面に取付けられた網目状の網部とから構成され、補強
床材が、ギャビオンの底面の両側にある枠部から延設された床枠部と、この床枠部の間に
取付けられた網目状の床網部とから構成されることにより、ふとん籠は、外力に対して保
形性に優れたものとなり、盛土崩れ抑止重しの変形を抑止する。
　また、ふとん籠は、ギャビオンの内外と補強床材の上下における通気性が優れたものと
なることにより、既設盛土中の水分が盛土崩れ抑止重しを介して排水され易くなるため、
早期に既設盛土の液状化を回避する状態にすることができる。
【００１８】
　本請求項４に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項３に
係る発明が奏する効果に加えて、盛土崩れ抑止重し設置工程が、既設盛土の法面に対する
遠端側にギャビオンを組み立てるとともにギャビオンから既設盛土の法面に向かって補強
床材を延設して組み立てるふとん籠組立工事と、栗石をギャビオンの内部空間に充填する
栗石充填工事と、ギャビオンと既設盛土の法面との間に設置された補強床材の上面に押え
盛土を敷均しして締固めする押え盛土敷設工事とからなることにより、盛土崩れ抑止重し
の壁面がふとん籠のギャビオンとこのギャビオンに充填された栗石によって形成されるこ
とによって強固なものとなるため、既設盛土における外縁側に用地境界が隣接するような
狭いスペースであっても盛土崩れ抑止重しを設置して既設盛土の安定化を図ることができ
る。
　さらに、ふとん籠に充填された栗石の通気性が優れていることにより押え盛土を介した
既設盛土の内部の余分な水分に対する排水性が高くなるため、非液状化一体構造体に加え
て盛土崩れ抑止重しの押え盛土および既設盛土の内部における地下水や浸透水を法尻部外
側の地表面に放出して蓄積による水位の上昇を早期に防止し、地震発生の際に既設盛土に
変形や円弧すべりさせようとする力が発生した場合であっても、既設盛土の液状化を抑制
することができる。
【００１９】
　本請求項５に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項４に
係る発明が奏する効果に加えて、盛土崩れ抑止重し設置工程が、ふとん籠組立工事の前に
補強シートを底面に敷設する補強シート底面敷設工事を有していることにより、ふとん籠
の補強床材の端縁が既設盛土の法面から離れた位置になるような大規模な盛土崩れ抑止重
しを設ける必要が生じた場合であっても、積層される盛土崩れ抑止重しの相互間に敷設さ
れるふとん籠の補強床材の長さを補強シートの長さ調整によって補充されるため、積層さ
れる盛土崩れ抑止重しの規模に応じた汎用性を持たせることができる。
【００２０】
　本請求項６に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項５のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、ジオシンセティックスが、
法尻部からの遠近方向に沿って延設される複数の縦帯とこの複数の縦帯を連結補強する横
帯とを格子状に交絡配置して形成され、縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯
材層とこの芯材層を被覆するポリエチレン樹脂からなる被覆層とで構成されていることに
より、ジオシンセティックスの縦帯が、既設盛土が変形しようとする力の方向と同じ法尻
部からの遠近方向に沿って延設されるため、ジオシンセティックスのシート引張強度を確
実に発揮し、しかも、ジオシンセティックスの横帯が、複数の縦帯を相互に連結している
ため、ジオシンセティックスがシート状の保形性を充分に発揮して既設盛土の変形を効果
的に抑制することができる。
　また、縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層とこの芯材層を被覆するポ
リエチレン樹脂からなる被覆層とで構成されていることにより、芯材層の高強度ポリエス
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テル長繊維束と被覆層のポリエチレン樹脂とが耐候性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性、耐腐
食性を発揮するため、ジオシンセティックスの耐久性を長期に亘って維持して既設盛土の
変形を長期に亘って維持することができる。
【００２１】
　本請求項７に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項６のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、非液状化一体構造体設置工
程が、掘削領域の底面側に砕石を敷設する下層砕石敷設工事と、この下層砕石敷設工事の
後に補強シートを敷設する補強シート敷設工事と、この補強シート敷設工事の後に砕石を
再度敷設する上層砕石敷設工事とから構成され、補強シートを砕石で挟設した非液状化一
体構造体を掘削領域に形成することにより、砕石の層に補強シートを挟設した構造となっ
て砕石と補強シートとの間に大きな摩擦力を発生して、非液状化一体構造体の液状化の発
生を抑制するため、地震発生の際に法尻下方基礎地盤における非液状化一体構造体の上方
に設置された盛土崩れ抑止重しの変形や円弧すべりの発生を防止して、既設盛土の変形や
崩壊を抑制することができる。
【００２２】
　本請求項８に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項６のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、非液状化一体構造体設置工
程が、掘削領域の底面側に補強シートを敷設する下側補強シート敷設工事と、この下側補
強シート敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷設工事と、この包設用砕石敷設工事
の後に補強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工事と、この上側補強シート敷設工
事の補強シートと下側補強シート敷設工事の補強シートとのそれぞれの外周端部同士を連
結する補強シート連結工事とから構成され、砕石を補強シートで包設した非液状化一体構
造体を掘削領域に形成することにより、補強シートによって砕石の層を包設した構造とな
って補強シートと砕石との間に大きな摩擦力を発生するとともに非液状化一体構造体の一
体性を増しているため、地震発生の際に法尻下方基礎地盤における非液状化一体構造体の
上方に設置された盛土崩れ抑止重しの変形や円弧すべりの発生を防止して、既設盛土の変
形や崩壊を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施例で適用する既設盛土の概念を示す一部断面斜視図。
【図２】図１に示す符号２から視た法尻部撤去工程を示す正面断面図。
【図３】法尻下方基礎地盤掘削工程を示す正面断面図。
【図４】非液状化一体構造体設置工程の下層砕石敷設工事を示す正面断面図。
【図５】非液状化一体構造体設置工程の補強シート敷設工事を示す正面断面図。
【図６】本実施例で適用するジオシンセティックスを示す平面図。
【図７】非液状化一体構造体設置工程の上層砕石敷設工事を示す正面断面図。
【図８】盛土崩れ抑止重し設置工程の補強シート敷設工事を示す正面断面図。
【図９】盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事および栗石充填工事を示す正面断
面図。
【図１０】本実施例で適用するふとん籠を示す斜視図。
【図１１】盛土崩れ抑止重し設置工程の押え盛土敷設工事を示す正面断面図。
【図１２】盛土崩れ抑止重し設置工程を繰り返して盛土崩れ抑止重しを積層した状態を示
す正面断面図。
【図１３】（Ａ）（Ｂ）は本実施例である液状化対策メンテナンス工法による水位を比較
して示す図。
【図１４】（Ａ）（Ｂ）は本実施例である液状化対策メンテナンス工法による効果を比較
して示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は、基礎地盤の上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と
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、法尻部とこの法尻部の外縁との下方に掘削領域を形成する法尻下方基礎地盤掘削工程と
、掘削領域に砕石と補強シートとからなる非液状化一体構造体を設置する非液状化一体構
造体設置工程と、非液状化一体構造体の上方にふとん籠と栗石と押え盛土とからなる盛土
崩れ抑止重しを設置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、補強シートが、シート状の
ジオシンセティックスまたは金網からなることにより、地震の際に基礎地盤が液状化を起
こす場合であっても基礎地盤上の既設盛土における外縁の変形を抑制する非液状化一体構
造体の一体性を強化した既設盛土の液状化対策メンテナンス工法を提供するものであれば
、その具体的な実施態様は、如何なるものであっても構わない。
【００２５】
　例えば、ジオシンセティックスは、ジオテキスタイル、ジオメンブレン、ジオコンポジ
ットの総称であり、織物構造、格子構造、編目構造、不織布などシート状のものであれば
、その材質は、設置環境に適した耐候性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性、耐腐食性を備えて
いるもの、例えば、ステンレス、チタン合金のような金属繊維やポリプロピレン樹脂、ポ
リエステル樹脂、ポリアミド樹脂のような樹脂繊維など、何れのものであっても敷設自在
であればよい。
　また、基礎地盤は、地震発生などにより液状化する虞のある地盤であれば如何なるもの
であっても構わない。
　また、押え盛土に用いる盛土材料は、現場発生土を改良した盛土材料から、粘性土、砂
質土、礫質土、岩ずり、４０ｍｍ以下の粒径を有する砕石などの何れのものであっても構
わない。
【実施例】
【００２６】
　以下に、本発明の一実施例である既設盛土の液状化対策メンテナンス工法について、図
１乃至図１４に基づいて説明する。
　ここで、図１は、本実施例を適用する既設盛土の概念を示す一部断面斜視図であり、図
２は、図１に示す符号２から視た法尻部撤去工程を示す正面断面図であり、図３は、法尻
下方基礎地盤掘削工程を示す正面断面図であり、図４は、非液状化一体構造体設置工程の
下層砕石敷設工事を示す正面断面図であり、図５は、非液状化一体構造体設置工程の補強
シート敷設工事を示す正面断面図であり、図６は、本実施例で適用するジオシンセティッ
クスを示す平面図であり、図７は、非液状化一体構造体設置工程の上層砕石敷設工事を示
す正面断面図であり、図８は、盛土崩れ抑止重し設置工程の補強シート敷設工事を示す正
面断面図であり、図９は、盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事および栗石充填
工事を示す正面断面図であり、図１０は、本実施例で適用するふとん籠を示す斜視図であ
り、図１１は、盛土崩れ抑止重し設置工程の押え盛土敷設工事を示す正面断面図であり、
図１２は、盛土崩れ抑止重し設置工程を繰り返して盛土崩れ抑止重しを積層した状態を示
す正面断面図であり、図１３（Ａ）は、本実施例である液状化対策メンテナンス工法を既
設盛土に適用した場合の既設盛土の水位を示す概念断面図であり、図１３（Ｂ）は、比較
例として既設盛土に何も施さない場合の既設盛土の水位を示す概念断面図であり、図１４
（Ａ）は、本実施例である液状化対策メンテナンス工法を既設盛土に適用した場合の効果
を示す概念断面図であり、図１４（Ｂ）は、比較例として既設盛土に何も施さない場合の
概念断面図である。
【００２７】
　本発明の一実施例である既設盛土１１０は、図１に示すように、現況地盤とも言われる
基礎地盤Ｂの上方に形成された道路用盛土である。
　一例として、既設盛土１１０は、高さ１０ｍ、片側の法尻部１１１の幅１５ｍである。
　基礎地盤Ｂは、粘性土層ではなく所謂、液状化層と言われる砂質地盤である。
　本実施例の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法は、地震の際に基礎地盤Ｂが液状化
を起こす場合であっても基礎地盤上に施工された既設盛土１１０の変形を抑制するもので
あり、法尻部撤去工程と、法尻下方基礎地盤掘削工程と、非液状化一体構造体設置工程と
、盛土崩れ抑止重し設置工程とを備えている。
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【００２８】
　図２に示すように、法尻部撤去工程では、例えば、ドラッグショベルなどの重機で基礎
地盤Ｂの上方に造成された既設盛土１１０の法尻部１１１を撤去する。
　図３に示すように、法尻下方基礎地盤掘削工程は、法尻部撤去工程で撤去した法尻部１
１１の撤去領域Ａ１と法尻部１１１の外縁近傍領域である外縁領域Ａ２との下方に位置す
る法尻下方基礎地盤Ｂ１を掘削して掘削領域Ａ３を形成する。
　掘削領域Ａ３については、例えば、深さが２ｍ、外側が法尻部１１１の端から外側へ２
ｍの位置、内側が既設盛土１１０の平坦上部の速端から外側下方４５°の仮想線と交差す
る位置とする。
　深さ２ｍとした理由は、この程度の深さであれば、土留を必要とせず掘削することがで
きるからである。
【００２９】
　非液状化一体構造体設置工程は、掘削領域に下層砕石１２１および上層砕石１２３から
なる砕石と補強シート１２２とからなる非液状化一体構造体１２０を設置する工程であり
、下層砕石敷設工事と、補強シート敷設工事と、上層砕石敷設工事とを備えている。
　図４に示すように、非液状化一体構造体設置工程の下層砕石敷設工事では、法尻下方基
礎地盤掘削工程で掘削した法尻下方基礎地盤Ｂ１の掘削領域Ａ３に、先ず、底面に砕石を
投入して、下層砕石１２１を形成し、例えば、振動ローラーなどの重機で下層砕石１２１
を平らにする敷均しを施すとともに転圧による締固めを施す。
　次に、図５に示すように、非液状化一体構造体設置工程の補強シート敷設工事では、下
層砕石１２１の上にジオシンセティックスまたは金網からなる補強シート１２２を敷設す
る。
【００３０】
　図６に示すように、補強シート１２２として用いられるジオシンセティックスは、一例
として、複数の縦帯１２２ａと、この縦帯１２２ａを連結補強する横帯１２２ｂとを格子
状に交絡配置して形成された高強度補強ジオシンセティックスタイプである。
　これにより、ジオシンセティックスの縦帯１２２ａが、シート保持手段に保持され、ジ
オシンセティックスの横帯１２２ｂが、複数の縦帯１２２ａを相互に連結することになる
。
　そして、ジオシンセティックスからなる補強シート１２２が、シート状の保形性を充分
に発揮している。
　縦帯１２２ａは、高強度ポリエステル長繊維を並列かつ密に引き揃えた高強度ポリエス
テル長繊維束からなる芯材層とこの芯材層を被覆するポリエチレン樹脂からなる被覆層と
で構成されている。
【００３１】
　一例として、縦帯１２２ａの幅Ｗは、８０～９５ｍｍであり、縦帯１２２ａの強度は、
９～１３０ｋＮ／本であり、縦帯１２２ａのピッチＰは、１００～１８０ｍｍである。
　これにより、高強度ポリエステル長繊維束が、補強シート１２２における長手方向のシ
ート引張強度を確実に発揮して盛土に不足しているすべりに対する抵抗力を補う。
　さらに、芯材層の高強度ポリエステル長繊維束と被覆層のポリエチレン樹脂とが耐施工
中の損傷に対する安全性を増し、耐候性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性、耐腐食性を発揮し
ている。
【００３２】
　縦帯１２２ａの表裏の表面には、凹凸加工が施されており、この凹凸加工によって、下
層砕石１２１と上層砕石１２３との間、砕石と基礎地盤Ｂとの間、盛土材料の間など、敷
設されて上下に接触する被接触物間の摩擦係数が向上するように構成されている。
　また、縦帯１２２ａの延設方向（長尺方向）が、法尻部１１１の内外方向である法面か
らの遠近方向に沿って延設、すなわち、既設盛土１１０の幅方向（図５中の左右方向）と
なるようにジオシンセティックスからなる補強シート１２２を敷設する。
【００３３】
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　続いて、図７に示すように、非液状化一体構造体設置工程の上層砕石敷設工事では、ジ
オシンセティックスからなる補強シート１２２の上に、上層となる砕石を投入して、上層
砕石１２３を形成し、下層砕石１２１と同様に、例えば、振動ローラーなどの重機で下層
砕石１２１を平らにする敷均しを施すとともに転圧による締固めを施す。
　これにより、下層砕石１２１と上層砕石１２３の間に敷設されたジオシンセティックス
からなる補強シート１２２によって、下層砕石１２１と上層砕石１２３の間に摩擦力を発
生させて曲げ変形に強い非液状化一体構造体１２０が形成される。
【００３４】
　なお、下層砕石１２１および上層砕石１２３が、粒径４０ｍｍ超の砕石ばかりであると
、砕石とジオシンセティックスからなる補強シート１２２との接点数が少なくなって、接
点１点当たりの荷重が許容範囲より大きくなるため、ジオシンセティックスからなる補強
シート１２２が破損する虞がある。
　そこで、本実施例では、下層砕石１２１および上層砕石１２３に用いる砕石には、粒径
４０ｍｍ以下の様々なサイズの砕石を混在させている。
　これにより、下層砕石１２１または上層砕石１２３に用いられている砕石とジオシンセ
ティックスからなる補強シート１２２との接点数が適度に多くなり、所望の摩擦力を発生
させるとともに、ジオシンセティックスからなる補強シート１２２の破損を防止している
。
【００３５】
　盛土崩れ抑止重し設置工程は、非液状化一体構造体１２０の上方に補強シート１３１と
ふとん籠１３２と栗石１３３と押え盛土１３４とからなり既設盛土１１０の法面の勾配よ
りも急勾配な盛土崩れ抑止重し１３０を設置する工程であり、補強シート底面敷設工事と
、ふとん籠組立工事と、栗石充填工事と、押え盛土敷設工事とを備えている。
　ここで、補強シート１３１は、非液状化一体構造体１２０に用いたジオシンセティック
スまたは金網からなる補強シート１２２と同様のものを採用することによって、工事現場
での部品点数の種類を削減することができる。
　また、ふとん籠１３２の補強床材１３２ｂの端縁が既設盛土１１０の法面から離れた位
置になるような大規模な盛土崩れ抑止重し１３０を設ける必要が生じた場合であっても、
積層される盛土崩れ抑止重し１３０の間に敷設されるふとん籠１３２の補強床材１３２ｂ
の長さを補強シート１３１の長さ調整によって補充され、積層される盛土崩れ抑止重しの
規模に応じた汎用性が得られる。
【００３６】
　図８に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程の補強シート底面敷設工事では、盛土崩
れ抑止重し１３０の底面となる上層砕石１２３の上にジオシンセティックスからなる補強
シート１２２を敷設する。
　ここで、非液状化一体構造体１２０の上方に補強シート１３１を敷設する補強シート底
面敷設工事は、盛土崩れ抑止重しの幅が狭く、ふとん籠１３２の補強床材１３２ｂによっ
て積層される盛土崩れ抑止重しの相互間の摩擦力を確保できる場合には、省略しても良い
。
【００３７】
　図９に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事では、補強シート１
３１の上面にふとん籠１３２を組み立てて設置する。
　ここで、ふとん籠１３２は、図１０に示すように、籠状のギャビオン１３２ａとシート
状の補強床材１３２ｂから構成されている。
【００３８】
　ギャビオン１３２ａは、既設盛土１１０の法面に対する遠端側に設置されている。
　ギャビオン１３２ａは、上面を開閉可能で内部に栗石や砕石を充填可能な形状、例えば
、直方体状の外形をしており、栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する骨組
みの枠部と、この枠部からなる６つの面のそれぞれに取付けられ、枠部の内部空間に充填
された栗石や砕石を保持する網目状の網部とから構成される直方体状の蛇籠である。
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　なお、ギャビオン１３２ａの内部に区画壁を設けて、複数に区画してもよい。
　補強床材１３２ｂは、ギャビオン１３２ａの底面の両側にある枠部から既設盛土１１０
の法面に近接する方向に向かって延設された床枠部と、この床枠部の間に取付けられた網
目状の床網部とから構成されており、補強シート１３１の上面に敷設される。
【００３９】
　枠部には、例えば、直径１６ｍｍまたは１３ｍｍなどの鋼棒を用いている。
　また、網部には、例えば、ガルファンと呼ばれる溶融亜鉛－５％アルミニウム合金メッ
キによる下層被覆とＰＶＣコーティングによる上層被覆を施した線材内径２．７ｍｍ、線
材外径３．７ｍｍの鋼線などが用いられ、この鋼線を編むことによって、栗石１３３や砕
石よりも小さい網目寸法、例えば、網目内寸８０ｍｍを有する亀甲型網目状を形成したも
のを用いている。
　これにより、ふとん籠１３２は、外力に対して保形性に優れたものとなる。
【００４０】
　また、ふとん籠１３２は、ギャビオン１３２ａの内外における通気性が優れたものとな
る。
　さらに、補強床材１３２ｂの上下、すなわち、下側の上層砕石１２３または押え盛土１
３４あるいはジオシンセティックスからなる補強シート１３１のような下側の非接触物と
上側の押え盛土１３４との間に所望の摩擦力を発生させるとともに、通気性が優れたもの
となる。
【００４１】
　なお、ふとん籠１３２は、ギャビオン１３２ａと補強床材１３２ｂとが一体構造のもの
であっても、別体のギャビオン１３２ａと補強床材１３２ｂとを設置現場で組み立てられ
るものであっても、何れのものであっても栗石１３３や砕石をギャビオン１３２ａの内部
に充填して保持できるものであれば構わない。
【００４２】
　盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事に続いて、栗石充填工事が行われ、ふと
ん籠１３２のギャビオン１３２ａの内部空間に栗石１３３または砕石を充填される。
　ギャビオン１３２ａに充填する栗石１３３または砕石には、ギャビオン１３２ａの網部
から抜け落ちて流出しないように、例えば、粒径８０ｍｍ以上の様々な網目内寸よりも大
きなサイズの栗石または砕石を混在させている。
　これにより、ふとん籠１３２のギャビオン１３２ａは、充填された栗石１３３の相互間
に隙間を生じて通気性が優れたものとなるため、押え盛土１３４を介した既設盛土１１０
の内部の余分な水分に対する排水性が高くなる。
【００４３】
　図１１に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程の押え盛土敷設工事では、ギャビオン
１３２ａと既設盛土１１０の法面との間に設置された補強床材１３２ｂの上面に、盛土材
料を投入して、例えば、振動ローラーなどの重機を用いて、厚さ３０ｃｍ以下の盛土材料
を平らにする敷均しと転圧による締固めとを繰り返して押え盛土１３４を形成する。
　以上、説明した盛土崩れ抑止重し設置工程により、法尻部１１１の撤去領域Ａ１と法尻
部１１１の外縁領域Ａ２との下方に形成された非液状化一体構造体１２０の上方に盛土崩
れ抑止重し１３０が形成される。
【００４４】
　図１２に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、盛土崩れ抑止
重し１３０を複数積層する際、押え盛土１３４の外縁側となる位置に、前工程で設置され
た下層側のふとん籠１３２におけるギャビオン１３２ａと後工程で設置される上層側のふ
とん籠１３２におけるギャビオン１３２ａとの少なくとも一部を重複するようにふとん籠
１３２を組み立て、既設盛土１１０の法面より急勾配に積層されている。
　これにより、積層された盛土崩れ抑止重し１３０は、既設盛土側に設置した押え盛土１
３４の外縁側を強固な壁面で取り囲んだ構造となる。
【００４５】
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　さらに、既設盛土１１０の法尻部とこの法尻部の外縁との下方に設置された非液状化一
体構造体１２０の締固めに作用させる盛土崩れ抑止重し１３０がふとん籠１３２および栗
石１３３を用いて押え盛土１３４の保型性を高めるとともに、急勾配化することによって
緩勾配の押え盛土よりも荷重を増加させている。
　これにより、非液状化一体構造体１２０の内縁側に比べて外縁側の一体性が増加し、既
設盛土１１０の法尻部１１１が変形や円弧状に滑り破壊することを一層抑制する。
　そして、盛土崩れ抑止重しの急勾配化によって、既設盛土１１０における外縁側に用地
境界が隣接するような狭いスペースであっても盛土崩れ抑止重しを設置可能となる。
【００４６】
　次に、本発明の液状化対策メンテナンス工法を施すことによって既設盛土の内部におけ
る地下水や浸透水による水位の変化を図１３（Ａ）および図１３（Ｂ）を用いて説明する
。
　図１３（Ａ）に示すように、既設盛土の液状化対策メンテナンス工法により非液状化一
体構造体１２０と、この非液状化一体構造体１２０の上に盛土崩れ抑止重し１３０とは、
通気性に優れており、既設盛土１１０の内部の余分な水分を法尻部外側の地表面に放出す
る。
【００４７】
　非液状化一体構造体１２０の下層砕石１２１および上層砕石１２３は、通気性に優れて
いる。
　そのため、既設盛土１１０が、図中矢印のように、液状化する前の段階で既設盛土１１
０の土中に含まれる水分が非液状化一体構造体１２０を介して図中矢印のように既設盛土
１１０の外側に排水される。
【００４８】
　さらに、ふとん籠に充填された栗石も通気性が優れている。
　そのため、盛土崩れ抑止重し１３０の押え盛土１３４の土中に含まれる水分が、図中矢
印のように、ふとん籠１３２のギャビオン１３２ａを介して既設盛土１１０の外側に排水
されるのみならず、既設盛土１１０の内部の余分な水分も押え盛土１３４とふとん籠１３
２のギャビオン１３２ａとを介して既設盛土１１０の外側に排出されるため、総じて既設
盛土１１０の排水性が高くなる。
　これにより、非液状化一体構造体に加えて盛土崩れ抑止重しの押え盛土および既設盛土
の内部における地下水や浸透水を積極的に法尻部外側の地表面に放出して蓄積による水位
の上昇を早期に防止し、水位を低い位置に維持している。
【００４９】
　他方、図１３（Ｂ）に示すように、非液状化一体構造体１２０と盛土崩れ抑止重し１３
０とが設置されていない比較例では、既設盛土１１０の土中に含まれる水分が排水されに
くい。
　そのため、地下水や浸透水を既設盛土の内部に蓄積し、水位が高い位置にある。
【００５０】
　続いて、非液状化一体構造体１２０および盛土崩れ抑止重しを設置したことによる効果
を図１４（Ａ）および図１４（Ｂ）を用いて説明する。
　ここで、前提として、地震が発生した場合、図１４（Ａ）および図１４（Ｂ）に示す基
礎地盤Ｂのうち、既設盛土１１０の下方で既設盛土１１０を支持する既設盛土下方基礎地
盤Ｂ３は、既設盛土１１０の荷重を受けて砂粒子同士の接点力が大きいなど拘束効果が大
きいため、液状化しにくい。
　他方、既設盛土下方基礎地盤Ｂ３の外側に位置して既設盛土１１０を支持していない外
側領域基礎地盤Ｂ２は、既設盛土１１０の荷重を受けず砂粒子同士の接点力が小さいなど
拘束効果が小さいため、液状化しやすい。
【００５１】
　図１４（Ａ）に示すように、既設盛土の液状化対策メンテナンス工法により非液状化一
体構造体１２０と、この非液状化一体構造体１２０の上に盛土崩れ抑止重し１３０が複数
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積層されると、既設盛土１１０における内部の水位が低く保たれており、地震発生の際に
この非液状化一体構造体１２０よりも外側領域である外側領域基礎地盤Ｂ２が液状化した
場合に、既設盛土１１０の法尻部の代わりに設置された盛土崩れ抑止重し１３０を支持し
ている非液状化一体構造体１２０が液状化した外側領域基礎地盤Ｂ２より剛性の高い盤と
して殆ど流されずに位置するとともに、非液状化一体構造体１２０に支持された盛土崩れ
抑止重し１３０が既設盛土１１０を支持する。
　そのため、地震発生して非液状化一体構造体１２０よりも外側領域である外側領域基礎
地盤Ｂ２が液状化した場合であっても、既設盛土１１０の法尻部１１１が変形や円弧状に
滑り破壊すること、すなわち、滑り落ちて破壊されてしまうことを回避して既設盛土１１
０の変形を抑制する。
【００５２】
　他方、図１４（Ｂ）に示すように、非液状化一体構造体１２０が設置されていない比較
例では、外側領域基礎地盤Ｂ２が液状化した場合に、既設盛土１１０の法尻部１１１が支
持されない。
　加えて、既設盛土１１０における内部の水位が高いため、既設盛土１１０の内部も接点
力が小さくなっており、拘束効果が小さい。
　そのため、地震発生して既設盛土１１０の下側にある既設盛土下方基礎地盤Ｂ３よりも
外側領域にある外側領域基礎地盤Ｂ２が液状化した場合に、既設盛土１１０の法尻部１１
１が変形や円弧状に滑り破壊して、既設盛土１１０の全体が変形してしまう。
【００５３】
　さらに、本実施例の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法では、従来の液状化対策工
法のような重機足場の施工、基礎地盤Ｂの深いところへの排水管や梁部の設置、基礎地盤
Ｂに大量のセメントを流し込むことによる地盤改良の必要がない。
　また、既設盛土１１０の法尻部１１１よりも内側中央箇所の一時除去、既設盛土１１０
における内側中央箇所の下方に位置する既設盛土下方基礎地盤Ｂ３の掘削、既設盛土１１
０の内側中央箇所に設置された道路の撤去についても、必要がない。
【００５４】
　さらに、既設盛土１１０が液状化する前の段階で非液状化一体構造体１２０が通気性に
優れて既設盛土の内部に存在する余分な水分が非液状化一体構造体１２０を介して法尻部
１１１より外側の地表面に放出されるとともに、盛土崩れ抑止重しのギャビオン１３２ａ
によって形成された壁面が通気性に優れて押え盛土および既設盛土の内部における地下水
や浸透水を法尻部外側の地表面に放出して蓄積による水位の上昇を早期に防止している。
【００５５】
　なお、非液状化一体構造体設置工程において、ジオシンセティックスまたは金網からな
る補強シート１２２を下層砕石１２１および上層砕石１２３からなる砕石で挟設したサン
ドイッチ構造の非液状化一体構造体１２０を形成したが、法尻下方基礎地盤Ｂ１の掘削領
域Ａ３の底面側に補強シートを敷設する下側補強シート敷設工事と、この下側補強シート
敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷設工事と、この包設用砕石敷設工事の後に補
強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工事と、この上側補強シート敷設工事の補強
シートと下側補強シート敷設工事の補強シートとのそれぞれの外周端部同士を連結する補
強シート連結工事とから構成され、砕石を補強シートで包設した非液状化一体構造体を掘
削領域に形成してもよい。
　これにより、補強シートによって砕石の層を包設した構造となって補強シートと砕石と
の間に大きな摩擦力を発生するとともに非液状化一体構造体の一体性を増す。
【符号の説明】
【００５６】
１１０　・・・　既設盛土
１１１　・・・　法尻部
１２０　・・・　非液状化一体構造体
１２１　・・・　下層砕石（砕石）
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１２２　・・・　ジオシンセティックス（非液状化一体構造体用の補強シート）
１２３　・・・　上層砕石（砕石）
１３０　・・・　盛土崩れ抑止重し
１３１　・・・　ジオシンセティックス（盛土崩れ抑止重し用の補強シート）
１３２　・・・　ふとん籠
１３２ａ　・・　ギャビオン（壁面材）
１３２ｂ　・・　補強床材（盛土補強材）
１３３　・・・　栗石（ふとん籠用の重し石）
１３４　・・・　押え盛土（盛土崩れ抑止用の重し盛土）
　Ａ１　・・・　法尻部の撤去領域
　Ａ２　・・・　法尻部の外縁領域
　Ａ３　・・・　法尻下方基礎地盤の掘削領域（掘削範囲）
　Ｂ　　・・・　基礎地盤（現況地盤）
　Ｂ１　・・・　法尻下方基礎地盤
　Ｂ２　・・・　法尻外側領域基礎地盤
　Ｂ３　・・・　既設盛土下方基礎地盤
                                                                                
    

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 2018-48452 A 2018.3.29

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月7日(2017.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎地盤の上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と、
　前記法尻部の撤去領域と該法尻部の外縁近傍領域との下方に位置する法尻下方基礎地盤
を掘削して掘削領域を形成する法尻下方基礎地盤掘削工程と、
　前記法尻下方基礎地盤を掘削した掘削領域に砕石と補強シートとからなる非液状化一体
構造体を設置する非液状化一体構造体設置工程と、
　前記非液状化一体構造体の上方にふとん籠と栗石と押え盛土とからなる盛土崩れ抑止重
しを設置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、
　前記補強シートが、シート状のジオシンセティックスまたは金網からなることを特徴と
する既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項２】
　前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、
　前記盛土崩れ抑止重しが、前記押え盛土の外縁側に下層側のふとん籠と上層側のふとん
籠との少なくとも一部を重複して組み立てて前記既設盛土の法面より急勾配に積層されて
いることを特徴とする請求項１に記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項３】
　前記ふとん籠が、前記栗石を充填する籠状のギャビオンと該ギャビオンの底面から延設
されるシート状の補強床材とからなり、
　前記ギャビオンが、前記栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する枠部と、
前記栗石よりも小さい網目寸法を有して前記枠部からなる６つの面に取付けられた網目状
の網部とから構成され、
　前記補強床材が、前記ギャビオンの底面の両側にある枠部から延設された床枠部と、該
床枠部に取付けられた網目状の床網部とから構成されることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項４】
　前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記既設盛土の法面に対する前記掘削領域の遠端側
にギャビオンを組み立てるとともに前記ギャビオンから既設盛土の法面に向かって補強床
材を延設して組み立てるふとん籠組立工事と、前記栗石をギャビオンの内部空間に充填す
る栗石充填工事と、前記ギャビオンと既設盛土の法面との間に設置された補強床材の上面
に押え盛土を敷均しして締固めする押え盛土敷設工事とからなることを特徴とする請求項
３に記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項５】
　前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記ふとん籠組立工事の前に前記補強シートを底面
に敷設する補強シート底面敷設工事を有していることを特徴とする請求項４に記載の既設
盛土の液状化対策メンテナンス工法。
【請求項６】
　前記ジオシンセティックスが、前記既設盛土の法面に対する前記掘削領域の遠端側から
近端側へ向かう方向に沿って延設される複数の縦帯と該複数の縦帯を連結補強する横帯と
を格子状に交絡配置して形成され、
　前記縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層と該芯材層を被覆するポリエ
チレン樹脂からなる被覆層とで構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項５の
いずれか１つに記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法。
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【請求項７】
　前記非液状化一体構造体設置工程が、前記掘削領域の底面側に砕石を敷設する下層砕石
敷設工事と、該下層砕石敷設工事の後に補強シートを敷設する補強シート敷設工事と、該
補強シート敷設工事の後に砕石を再度敷設する上層砕石敷設工事とから構成され、前記補
強シートを前記砕石で挟設した非液状化一体構造体を前記掘削領域に形成することを特徴
とする請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス
工法。
【請求項８】
　前記非液状化一体構造体設置工程が、前記掘削領域の底面側に補強シートを敷設する下
側補強シート敷設工事と、該下側補強シート敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷
設工事と、該包設用砕石敷設工事の後に補強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工
事と、該上側補強シート敷設工事の補強シートと前記下側補強シート敷設工事の補強シー
トとのそれぞれの外周端部同士を連結する補強シート連結工事とから構成され、前記砕石
を前記補強シートで包設した非液状化一体構造体を前記掘削領域に形成することを特徴と
する請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載の既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基礎地盤の上方に施工された既設盛土の変形を抑制する既設盛土の液状化対
策メンテナンス工法であって、特に、地震の際に基礎地盤が液状化を起こす場合であって
も基礎地盤上に施工された既設盛土の変形を抑制する既設盛土の液状化対策メンテナンス
工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、既設盛土の液状化対策メンテナンス工法として、盛土構造物の法尻部から基礎地
盤内に向けてせん断変形拘束壁を施工し、盛土構造物の法尻部から基礎地盤内に盛土構造
物の略中央に向けて傾斜するように排水管を設けて、せん断変形拘束壁の近傍に、このせ
ん断変形拘束壁の深さ方向に沿って複数の梁部を設ける鉄道・道路用の盛土構造物におけ
る液状化対策工法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０１６２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の鉄道・道路用の盛土構造物における液状化対策工法は、
法尻部の外縁領域に基礎地盤を削孔・堀削・攪拌する深層混合処理機などの削孔・堀削・
攪拌重機のための重機足場をドラッグショベルなどの重機によって施工する必要があり、
さらに、深層混合処理機などの削孔・堀削・攪拌重機で基礎地盤の地中深い箇所まで削孔
・堀削・攪拌して排水管や梁部を設置したり大量のセメントを流し込んで地盤を改良する
必要があり、また、ドラッグショベルなどの重機によって重機足場を撤去する必要があり
、施工が大がかりで困難であるという問題があった。
【０００５】
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　そこで、本発明は、前述したような従来技術の問題を解決するものであって、すなわち
、本発明の目的は、地震の際に基礎地盤が液状化を起こす場合であっても基礎地盤上の上
方に造成された既設盛土における外縁の変形を抑制する非液状化一体構造体の一体性を強
化した既設盛土の液状化対策メンテナンス工法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本請求項１に係る発明である既設盛土の液状化対策メンテナンス工法は、基礎地盤の上
方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と、前記法尻部の撤去領域と
該法尻部の外縁近傍領域との下方に位置する法尻下方基礎地盤を掘削して掘削領域を形成
する法尻下方基礎地盤掘削工程と、前記法尻下方基礎地盤を掘削した掘削領域に砕石と補
強シートとからなる非液状化一体構造体を設置する非液状化一体構造体設置工程と、前記
非液状化一体構造体の上方にふとん籠と栗石と押え盛土とからなる盛土崩れ抑止重しを設
置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、前記補強シートが、シート状のジオシンセテ
ィックスまたは金網からなることにより、前述した課題を解決するものである。
　ここで、「法尻下方基礎地盤」とは、基礎地盤が液状化する前の状態において法尻部が
崩れないように法尻部を支持する範囲の基礎地盤をいう。
【０００７】
　本請求項２に係る発明は、請求項１に記載された既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法の構成に加えて、前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、前記盛土崩れ
抑止重しが、前記押え盛土の外縁側に下層側のふとん籠と上層側のふとん籠との少なくと
も一部を重複して組み立てて前記既設盛土の法面より急勾配に積層されていることにより
、前述した課題をさらに解決するものである。
【０００８】
　本請求項３に係る発明は、請求項１または請求項２に記載された既設盛土の液状化対策
メンテナンス工法の構成に加えて、前記ふとん籠が、前記栗石を充填する籠状のギャビオ
ンと該ギャビオンの底面から延設されるシート状の補強床材とからなり、前記ギャビオン
が、前記栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する枠部と、前記栗石よりも小
さい網目寸法を有して前記枠部からなる６つの面に取付けられた網目状の網部とから構成
され、前記補強床材が、前記ギャビオンの底面の両側にある枠部から延設された床枠部と
、該床枠部に取付けられた網目状の床網部とから構成されることにより、前述した課題を
さらに解決するものである。
【０００９】
　本請求項４に係る発明は、請求項３に記載された既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法の構成に加えて、前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記既設盛土の法面に対する前記
掘削領域の遠端側にギャビオンを組み立てるとともに前記ギャビオンから既設盛土の法面
に向かって補強床材を延設して組み立てるふとん籠組立工事と、前記栗石をギャビオンの
内部空間に充填する栗石充填工事と、前記ギャビオンと既設盛土の法面との間に設置され
た補強床材の上面に押え盛土を敷均しして締固めする押え盛土敷設工事とからなることに
より、前述した課題をさらに解決するものである。
【００１０】
　本請求項５に係る発明は、請求項４に記載された既設盛土の液状化対策メンテナンス工
法の構成に加えて、前記盛土崩れ抑止重し設置工程が、前記ふとん籠組立工事の前に前記
補強シートを底面に敷設する補強シート底面敷設工事を有していることにより、前述した
課題をさらに解決するものである。
【００１１】
　本請求項６に係る発明は、請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載された既設盛土
の液状化対策メンテナンス工法の構成に加えて、前記ジオシンセティックスが、前記既設
盛土の法面に対する前記掘削領域の遠端側から近端側へ向かう方向に沿って延設される複
数の縦帯と該複数の縦帯を連結補強する横帯とを格子状に交絡配置して形成され、前記縦
帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層と該芯材層を被覆するポリエチレン樹
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脂からなる被覆層とで構成されていることにより、前述した課題をさらに解決するもので
ある。
【００１２】
　本請求項７に係る発明は、請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載された既設盛土
の液状化対策メンテナンス工法の構成に加えて、前記非液状化一体構造体設置工程が、前
記掘削領域の底面側に砕石を敷設する下層砕石敷設工事と、該下層砕石敷設工事の後に補
強シートを敷設する補強シート敷設工事と、該補強シート敷設工事の後に砕石を再度敷設
する上層砕石敷設工事とから構成され、前記補強シートを前記砕石で挟設した非液状化一
体構造体を前記掘削領域に形成することにより、前述した課題をさらに解決するものであ
る。
【００１３】
　本請求項８に係る発明によれば、請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載された既
設盛土の液状化対策メンテナンス工法の構成に加えて、前記非液状化一体構造体設置工程
が、前記掘削領域の底面側に補強シートを敷設する下側補強シート敷設工事と、該下側補
強シート敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷設工事と、該包設用砕石敷設工事の
後に補強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工事と、該上側補強シート敷設工事の
補強シートと前記下側補強シート敷設工事の補強シートとのそれぞれの外周端部同士を連
結する補強シート連結工事とから構成され、前記砕石を前記補強シートで包設した非液状
化一体構造体を前記掘削領域に形成することにより、前述した課題をさらに解決するもの
である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法は、地震の際に基礎地盤が液状化を起
こす場合であっても基礎地盤の上方に造成された既設盛土の変形を抑制することができる
ばかりでなく、以下のような特有の効果を奏することができる。
【００１５】
　本請求項１に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、基礎地盤の
上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と、法尻部の撤去領域と該
法尻部の外縁近傍領域との下方に位置する法尻下方基礎地盤を掘削して掘削領域を形成す
る法尻下方基礎地盤掘削工程と、
　前記法尻下方基礎地盤を掘削した掘削領域に砕石と補強シートとからなる非液状化一体
構造体を設置する非液状化一体構造体設置工程と、非液状化一体構造体の上方にふとん籠
と栗石と押え盛土とからなる盛土崩れ抑止重しを設置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを
備え、補強シートが、シート状のジオシンセティックスまたは金網からなることにより、
法尻部とこの法尻部の外縁との下方に設置された非液状化一体構造体の締固めに作用させ
る盛土崩れ抑止重しがふとん籠および栗石を用いて押え盛土の保型性を高めているため、
法尻部の下方の砕石およびジオシンセティックスまたは金網からなる補強シートがこれら
の間で摩擦力を発生させて曲げ変形に強い非液状化一体構造体となり、地震発生の際にこ
の非液状化一体構造体よりも外側の外側領域基礎地盤が液状化した場合に、非液状化一体
構造体が液状化した外側領域基礎地盤より剛性の高い盤として殆ど流されずに位置すると
ともに、地震発生の際に既設盛土に変形や円弧すべりさせようとする力が発生した場合で
あっても、既設盛土の法面に設置されて保形性を高められた盛土崩れ抑止重しが、非液状
化一体構造体の締固めを継続して滑り移動に対する摩擦抵抗を増加させて変形を抑止し、
既設盛土の法尻部が滑り落ちて破壊されてしまうことを回避して安定化を図ることができ
る。
　さらに、従来の液状化対策メンテナンス工法のような重機足場の設置、基礎地盤の深掘
削による排水管や梁部の設置、大量のセメントを流し込むことによる地盤改良などの必要
がないため、施工の簡素化と工期の短縮化を図ることができる。
　また、既設盛土における法尻部より内側中央箇所の一時除去、既設盛土における内側中
央箇所の下方にある中央基礎地盤の掘削などの必要がないため、既設盛土の建造物、例え
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ば、道路などを撤去する必要がないため、施工中であっても緊急車両が通過することがで
きる。
　また、非液状化一体構造体が通気性に優れて既設盛土中の余分な水分が非液状化一体構
造体を介して法尻部外側の地表面に放出されるとともに既設盛土が液状化する前の段階で
既設盛土中の水分が非液状化一体構造体を介して排水されるため、既設盛土の液状化を回
避することができる。
【００１６】
　本請求項２に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１に
係る発明が奏する効果に加えて、盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、盛土
崩れ抑止重しが、押え盛土の外縁側に下層側のふとん籠と上層側のふとん籠との少なくと
も一部を重複して組み立てて既設盛土の法面より急勾配に積層されていることにより、積
層された盛土崩れ抑止重しが、既設盛土側に設置した押え盛土の外縁側を強固な壁面で取
り囲んだ構造となり、盛土崩れ抑止重しの壁面を急勾配化することによって緩勾配の押え
盛土よりも荷重を増加させているため、非液状化一体構造体の既設盛土の法面に対する遠
端側の締固めがより一層強固になって摩擦抵抗をより一層増加させて変形を抑止すること
ができる。
【００１７】
　本請求項３に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１ま
たは請求項２に係る発明が奏する効果に加えて、ふとん籠が、栗石を充填する籠状のギャ
ビオンとこのギャビオンの底面から延設されるシート状の補強床材とからなり、ギャビオ
ンが、栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する枠部と、栗石よりも小さい網
目寸法を有して枠部からなる６つの面に取付けられた網目状の網部とから構成され、補強
床材が、ギャビオンの底面の両側にある枠部から延設された床枠部と、この床枠部の間に
取付けられた網目状の床網部とから構成されることにより、ふとん籠は、外力に対して保
形性に優れたものとなり、盛土崩れ抑止重しの変形を抑止する。
　また、ふとん籠は、ギャビオンの内外と補強床材の上下における通気性が優れたものと
なることにより、既設盛土中の水分が盛土崩れ抑止重しを介して排水され易くなるため、
早期に既設盛土の液状化を回避する状態にすることができる。
【００１８】
　本請求項４に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項３に
係る発明が奏する効果に加えて、盛土崩れ抑止重し設置工程が、既設盛土の法面に対する
前記掘削領域の遠端側にギャビオンを組み立てるとともにギャビオンから既設盛土の法面
に向かって補強床材を延設して組み立てるふとん籠組立工事と、栗石をギャビオンの内部
空間に充填する栗石充填工事と、ギャビオンと既設盛土の法面との間に設置された補強床
材の上面に押え盛土を敷均しして締固めする押え盛土敷設工事とからなることにより、盛
土崩れ抑止重しの壁面がふとん籠のギャビオンとこのギャビオンに充填された栗石によっ
て形成されることによって強固なものとなるため、既設盛土における外縁側に用地境界が
隣接するような狭いスペースであっても盛土崩れ抑止重しを設置して既設盛土の安定化を
図ることができる。
　さらに、ふとん籠に充填された栗石の通気性が優れていることにより押え盛土を介した
既設盛土の内部の余分な水分に対する排水性が高くなるため、非液状化一体構造体に加え
て盛土崩れ抑止重しの押え盛土および既設盛土の内部における地下水や浸透水を法尻部外
側の地表面に放出して蓄積による水位の上昇を早期に防止し、地震発生の際に既設盛土に
変形や円弧すべりさせようとする力が発生した場合であっても、既設盛土の液状化を抑制
することができる。
【００１９】
　本請求項５に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項４に
係る発明が奏する効果に加えて、盛土崩れ抑止重し設置工程が、ふとん籠組立工事の前に
補強シートを底面に敷設する補強シート底面敷設工事を有していることにより、ふとん籠
の補強床材の端縁が既設盛土の法面から離れた位置になるような大規模な盛土崩れ抑止重
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しを設ける必要が生じた場合であっても、積層される盛土崩れ抑止重しの相互間に敷設さ
れるふとん籠の補強床材の長さを補強シートの長さ調整によって補充されるため、積層さ
れる盛土崩れ抑止重しの規模に応じた汎用性を持たせることができる。
【００２０】
　本請求項６に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項５のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、ジオシンセティックスが、
既設盛土の法面に対する前記掘削領域の遠端側から近端側へ向かう方向に沿って延設され
る複数の縦帯とこの複数の縦帯を連結補強する横帯とを格子状に交絡配置して形成され、
縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層とこの芯材層を被覆するポリエチレ
ン樹脂からなる被覆層とで構成されていることにより、ジオシンセティックスの縦帯が、
既設盛土が変形しようとする力の方向と同じ法尻部からの遠近方向に沿って延設されるた
め、ジオシンセティックスのシート引張強度を確実に発揮し、しかも、ジオシンセティッ
クスの横帯が、複数の縦帯を相互に連結しているため、ジオシンセティックスがシート状
の保形性を充分に発揮して既設盛土の変形を効果的に抑制することができる。
　また、縦帯が、高強度ポリエステル長繊維束からなる芯材層とこの芯材層を被覆するポ
リエチレン樹脂からなる被覆層とで構成されていることにより、芯材層の高強度ポリエス
テル長繊維束と被覆層のポリエチレン樹脂とが耐候性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性、耐腐
食性を発揮するため、ジオシンセティックスの耐久性を長期に亘って維持して既設盛土の
変形を長期に亘って維持することができる。
【００２１】
　本請求項７に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項６のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、非液状化一体構造体設置工
程が、掘削領域の底面側に砕石を敷設する下層砕石敷設工事と、この下層砕石敷設工事の
後に補強シートを敷設する補強シート敷設工事と、この補強シート敷設工事の後に砕石を
再度敷設する上層砕石敷設工事とから構成され、補強シートを砕石で挟設した非液状化一
体構造体を掘削領域に形成することにより、砕石の層に補強シートを挟設した構造となっ
て砕石と補強シートとの間に大きな摩擦力を発生して、非液状化一体構造体の液状化の発
生を抑制するため、地震発生の際に法尻下方基礎地盤における非液状化一体構造体の上方
に設置された盛土崩れ抑止重しの変形や円弧すべりの発生を防止して、既設盛土の変形や
崩壊を抑制することができる。
【００２２】
　本請求項８に係る発明の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法によれば、請求項１乃
至請求項６のいずれか１つに係る発明が奏する効果に加えて、非液状化一体構造体設置工
程が、掘削領域の底面側に補強シートを敷設する下側補強シート敷設工事と、この下側補
強シート敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷設工事と、この包設用砕石敷設工事
の後に補強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工事と、この上側補強シート敷設工
事の補強シートと下側補強シート敷設工事の補強シートとのそれぞれの外周端部同士を連
結する補強シート連結工事とから構成され、砕石を補強シートで包設した非液状化一体構
造体を掘削領域に形成することにより、補強シートによって砕石の層を包設した構造とな
って補強シートと砕石との間に大きな摩擦力を発生するとともに非液状化一体構造体の一
体性を増しているため、地震発生の際に法尻下方基礎地盤における非液状化一体構造体の
上方に設置された盛土崩れ抑止重しの変形や円弧すべりの発生を防止して、既設盛土の変
形や崩壊を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施例で適用する既設盛土の概念を示す一部断面斜視図。
【図２】図１に示す符号２から視た法尻部撤去工程を示す正面断面図。
【図３】法尻下方基礎地盤掘削工程を示す正面断面図。
【図４】非液状化一体構造体設置工程の下層砕石敷設工事を示す正面断面図。
【図５】非液状化一体構造体設置工程の補強シート敷設工事を示す正面断面図。



(24) JP 2018-48452 A 2018.3.29

【図６】本実施例で適用するジオシンセティックスを示す平面図。
【図７】非液状化一体構造体設置工程の上層砕石敷設工事を示す正面断面図。
【図８】盛土崩れ抑止重し設置工程の補強シート敷設工事を示す正面断面図。
【図９】盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事および栗石充填工事を示す正面断
面図。
【図１０】本実施例で適用するふとん籠を示す斜視図。
【図１１】盛土崩れ抑止重し設置工程の押え盛土敷設工事を示す正面断面図。
【図１２】盛土崩れ抑止重し設置工程を繰り返して盛土崩れ抑止重しを積層した状態を示
す正面断面図。
【図１３】（Ａ）（Ｂ）は本実施例である液状化対策メンテナンス工法による水位を比較
して示す図。
【図１４】（Ａ）（Ｂ）は本実施例である液状化対策メンテナンス工法による効果を比較
して示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は、基礎地盤の上方に造成された既設盛土の法尻部を撤去する法尻部撤去工程と
、法尻部とこの法尻部の外縁との下方に掘削領域を形成する法尻下方基礎地盤掘削工程と
、掘削領域に砕石と補強シートとからなる非液状化一体構造体を設置する非液状化一体構
造体設置工程と、非液状化一体構造体の上方にふとん籠と栗石と押え盛土とからなる盛土
崩れ抑止重しを設置する盛土崩れ抑止重し設置工程とを備え、補強シートが、シート状の
ジオシンセティックスまたは金網からなることにより、地震の際に基礎地盤が液状化を起
こす場合であっても基礎地盤の上方に造成された既設盛土における外縁の変形を抑制する
非液状化一体構造体の一体性を強化した既設盛土の液状化対策メンテナンス工法を提供す
るものであれば、その具体的な実施態様は、如何なるものであっても構わない。
【００２５】
　例えば、ジオシンセティックスは、ジオテキスタイル、ジオメンブレン、ジオコンポジ
ットの総称であり、織物構造、格子構造、編目構造、不織布などシート状のものであれば
、その材質は、設置環境に適した耐候性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性、耐腐食性を備えて
いるもの、例えば、ステンレス、チタン合金のような金属繊維やポリプロピレン樹脂、ポ
リエステル樹脂、ポリアミド樹脂のような樹脂繊維など、何れのものであっても敷設自在
であればよい。
　また、基礎地盤は、地震発生などにより液状化する虞のある地盤であれば如何なるもの
であっても構わない。
　また、押え盛土に用いる盛土材料は、現場発生土を改良した盛土材料から、粘性土、砂
質土、礫質土、岩ずり、４０ｍｍ以下の粒径を有する砕石などの何れのものであっても構
わない。
【実施例】
【００２６】
　以下に、本発明の一実施例である既設盛土の液状化対策メンテナンス工法について、図
１乃至図１４に基づいて説明する。
　ここで、図１は、本実施例を適用する既設盛土の概念を示す一部断面斜視図であり、図
２は、図１に示す符号２から視た法尻部撤去工程を示す正面断面図であり、図３は、法尻
下方基礎地盤掘削工程を示す正面断面図であり、図４は、非液状化一体構造体設置工程の
下層砕石敷設工事を示す正面断面図であり、図５は、非液状化一体構造体設置工程の補強
シート敷設工事を示す正面断面図であり、図６は、本実施例で適用するジオシンセティッ
クスを示す平面図であり、図７は、非液状化一体構造体設置工程の上層砕石敷設工事を示
す正面断面図であり、図８は、盛土崩れ抑止重し設置工程の補強シート敷設工事を示す正
面断面図であり、図９は、盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事および栗石充填
工事を示す正面断面図であり、図１０は、本実施例で適用するふとん籠を示す斜視図であ
り、図１１は、盛土崩れ抑止重し設置工程の押え盛土敷設工事を示す正面断面図であり、
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図１２は、盛土崩れ抑止重し設置工程を繰り返して盛土崩れ抑止重しを積層した状態を示
す正面断面図であり、図１３（Ａ）は、本実施例である液状化対策メンテナンス工法を既
設盛土に適用した場合の既設盛土の水位を示す概念断面図であり、図１３（Ｂ）は、比較
例として既設盛土に何も施さない場合の既設盛土の水位を示す概念断面図であり、図１４
（Ａ）は、本実施例である液状化対策メンテナンス工法を既設盛土に適用した場合の効果
を示す概念断面図であり、図１４（Ｂ）は、比較例として既設盛土に何も施さない場合の
概念断面図である。
【００２７】
　本発明の一実施例である既設盛土１１０は、図１に示すように、現況地盤とも言われる
基礎地盤Ｂの上方に造成された道路用盛土である。
　一例として、基礎地盤Ｂの上方に造成された既設盛土１１０は、高さ１０ｍ、片側の法
尻部１１１の幅１５ｍである。
　基礎地盤Ｂは、粘性土層ではなく所謂、液状化層と言われる砂質地盤である。
　本実施例の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法は、地震の際に基礎地盤Ｂが液状化
を起こす場合であっても基礎地盤上に造成された既設盛土１１０の変形を抑制するもので
あり、法尻部撤去工程と、法尻下方基礎地盤掘削工程と、非液状化一体構造体設置工程と
、盛土崩れ抑止重し設置工程とを備えている。
【００２８】
　図２に示すように、法尻部撤去工程では、例えば、ドラッグショベルなどの重機で基礎
地盤Ｂの上方に造成された既設盛土１１０の法尻部１１１を撤去する。
　図３に示すように、法尻下方基礎地盤掘削工程は、法尻部撤去工程で撤去した法尻部１
１１の撤去領域Ａ１と法尻部１１１の外縁近傍領域である外縁領域Ａ２との下方に位置す
る法尻下方基礎地盤Ｂ１を掘削して掘削領域Ａ３を形成する。
　掘削領域Ａ３については、例えば、深さが２ｍ、外側が法尻部１１１の端から外側へ２
ｍの位置、内側が既設盛土１１０の平坦上部の速端から外側下方４５°の仮想線と交差す
る位置とする。
　深さ２ｍとした理由は、この程度の深さであれば、土留を必要とせず掘削することがで
きるからである。
【００２９】
　非液状化一体構造体設置工程は、掘削領域に下層砕石１２１および上層砕石１２３から
なる砕石と補強シート１２２とからなる非液状化一体構造体１２０を設置する工程であり
、下層砕石敷設工事と、補強シート敷設工事と、上層砕石敷設工事とを備えている。
　図４に示すように、非液状化一体構造体設置工程の下層砕石敷設工事では、法尻下方基
礎地盤掘削工程で掘削した法尻下方基礎地盤Ｂ１の掘削領域Ａ３に、先ず、底面に砕石を
投入して、下層砕石１２１を形成し、例えば、振動ローラーなどの重機で下層砕石１２１
を平らにする敷均しを施すとともに転圧による締固めを施す。
　次に、図５に示すように、非液状化一体構造体設置工程の補強シート敷設工事では、下
層砕石１２１の上にジオシンセティックスまたは金網からなる補強シート１２２を敷設す
る。
【００３０】
　図６に示すように、補強シート１２２として用いられるジオシンセティックスは、一例
として、複数の縦帯１２２ａと、この縦帯１２２ａを連結補強する横帯１２２ｂとを格子
状に交絡配置して形成された高強度補強ジオシンセティックスタイプである。
　これにより、ジオシンセティックスの縦帯１２２ａが、シート保持手段に保持され、ジ
オシンセティックスの横帯１２２ｂが、複数の縦帯１２２ａを相互に連結することになる
。
　そして、ジオシンセティックスからなる補強シート１２２が、シート状の保形性を充分
に発揮している。
　縦帯１２２ａは、高強度ポリエステル長繊維を並列かつ密に引き揃えた高強度ポリエス
テル長繊維束からなる芯材層とこの芯材層を被覆するポリエチレン樹脂からなる被覆層と
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で構成されている。
【００３１】
　一例として、縦帯１２２ａの幅Ｗは、８０～９５ｍｍであり、縦帯１２２ａの強度は、
９～１３０ｋＮ／本であり、縦帯１２２ａのピッチＰは、１００～１８０ｍｍである。
　これにより、高強度ポリエステル長繊維束が、補強シート１２２における長手方向のシ
ート引張強度を確実に発揮して盛土に不足しているすべりに対する抵抗力を補う。
　さらに、芯材層の高強度ポリエステル長繊維束と被覆層のポリエチレン樹脂とが耐施工
中の損傷に対する安全性を増し、耐候性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性、耐腐食性を発揮し
ている。
【００３２】
　縦帯１２２ａの表裏の表面には、凹凸加工が施されており、この凹凸加工によって、下
層砕石１２１と上層砕石１２３との間、砕石と基礎地盤Ｂとの間、盛土材料の間など、敷
設されて上下に接触する被接触物間の摩擦係数が向上するように構成されている。
　また、縦帯１２２ａの延設方向（長尺方向）が、法尻部１１１の内外方向である法面か
らの遠近方向に沿って延設、すなわち、既設盛土１１０の幅方向（図５中の左右方向）と
なるようにジオシンセティックスからなる補強シート１２２を敷設する。要するに、縦帯
１２２ａが、既設盛土１１０の法面に対する掘削領域Ａ３の遠端側から近端側へ向かう方
向に沿って延設される。
【００３３】
　続いて、図７に示すように、非液状化一体構造体設置工程の上層砕石敷設工事では、ジ
オシンセティックスからなる補強シート１２２の上に、上層となる砕石を投入して、上層
砕石１２３を形成し、下層砕石１２１と同様に、例えば、振動ローラーなどの重機で下層
砕石１２１を平らにする敷均しを施すとともに転圧による締固めを施す。
　これにより、下層砕石１２１と上層砕石１２３の間に敷設されたジオシンセティックス
からなる補強シート１２２によって、下層砕石１２１と上層砕石１２３の間に摩擦力を発
生させて曲げ変形に強い非液状化一体構造体１２０が形成される。
【００３４】
　なお、下層砕石１２１および上層砕石１２３が、粒径４０ｍｍ超の砕石ばかりであると
、砕石とジオシンセティックスからなる補強シート１２２との接点数が少なくなって、接
点１点当たりの荷重が許容範囲より大きくなるため、ジオシンセティックスからなる補強
シート１２２が破損する虞がある。
　そこで、本実施例では、下層砕石１２１および上層砕石１２３に用いる砕石には、粒径
４０ｍｍ以下の様々なサイズの砕石を混在させている。
　これにより、下層砕石１２１または上層砕石１２３に用いられている砕石とジオシンセ
ティックスからなる補強シート１２２との接点数が適度に多くなり、所望の摩擦力を発生
させるとともに、ジオシンセティックスからなる補強シート１２２の破損を防止している
。
【００３５】
　盛土崩れ抑止重し設置工程は、非液状化一体構造体１２０の上方に補強シート１３１と
ふとん籠１３２と栗石１３３と押え盛土１３４とからなり既設盛土１１０の法面の勾配よ
りも急勾配な盛土崩れ抑止重し１３０を設置する工程であり、補強シート底面敷設工事と
、ふとん籠組立工事と、栗石充填工事と、押え盛土敷設工事とを備えている。
　ここで、補強シート１３１は、非液状化一体構造体１２０に用いたジオシンセティック
スまたは金網からなる補強シート１２２と同様のものを採用することによって、工事現場
での部品点数の種類を削減することができる。
　また、ふとん籠１３２の補強床材１３２ｂの端縁が既設盛土１１０の法面から離れた位
置になるような大規模な盛土崩れ抑止重し１３０を設ける必要が生じた場合であっても、
積層される盛土崩れ抑止重し１３０の間に敷設されるふとん籠１３２の補強床材１３２ｂ
の長さを補強シート１３１の長さ調整によって補充され、積層される盛土崩れ抑止重しの
規模に応じた汎用性が得られる。
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【００３６】
　図８に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程の補強シート底面敷設工事では、盛土崩
れ抑止重し１３０の底面となる上層砕石１２３の上にジオシンセティックスからなる補強
シート１２２を敷設する。
　ここで、非液状化一体構造体１２０の上方に補強シート１３１を敷設する補強シート底
面敷設工事は、盛土崩れ抑止重しの幅が狭く、ふとん籠１３２の補強床材１３２ｂによっ
て積層される盛土崩れ抑止重しの相互間の摩擦力を確保できる場合には、省略しても良い
。
【００３７】
　図９に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事では、補強シート１
３１の上面にふとん籠１３２を組み立てて設置する。
　ここで、ふとん籠１３２は、図１０に示すように、籠状のギャビオン１３２ａとシート
状の補強床材１３２ｂから構成されている。
【００３８】
　ギャビオン１３２ａは、既設盛土１１０の法面に対する掘削領域Ａ３の遠端側に設置さ
れている。
　ギャビオン１３２ａは、上面を開閉可能で内部に栗石や砕石を充填可能な形状、例えば
、直方体状の外形をしており、栗石を充填する６つの面からなる内部空間を形成する骨組
みの枠部と、この枠部からなる６つの面のそれぞれに取付けられ、枠部の内部空間に充填
された栗石や砕石を保持する網目状の網部とから構成される直方体状の蛇籠である。
　なお、ギャビオン１３２ａの内部に区画壁を設けて、複数に区画してもよい。
　補強床材１３２ｂは、ギャビオン１３２ａの底面の両側にある枠部から既設盛土１１０
の法面に近接する方向に向かって延設された床枠部と、この床枠部の間に取付けられた網
目状の床網部とから構成されており、補強シート１３１の上面に敷設される。
【００３９】
　枠部には、例えば、直径１６ｍｍまたは１３ｍｍなどの鋼棒を用いている。
　また、網部には、例えば、ガルファンと呼ばれる溶融亜鉛－５％アルミニウム合金メッ
キによる下層被覆とＰＶＣコーティングによる上層被覆を施した線材内径２．７ｍｍ、線
材外径３．７ｍｍの鋼線などが用いられ、この鋼線を編むことによって、栗石１３３や砕
石よりも小さい網目寸法、例えば、網目内寸８０ｍｍを有する亀甲型網目状を形成したも
のを用いている。
　これにより、ふとん籠１３２は、外力に対して保形性に優れたものとなる。
【００４０】
　また、ふとん籠１３２は、ギャビオン１３２ａの内外における通気性が優れたものとな
る。
　さらに、補強床材１３２ｂの上下、すなわち、下側の上層砕石１２３または押え盛土１
３４あるいはジオシンセティックスからなる補強シート１３１のような下側の非接触物と
上側の押え盛土１３４との間に所望の摩擦力を発生させるとともに、通気性が優れたもの
となる。
【００４１】
　なお、ふとん籠１３２は、ギャビオン１３２ａと補強床材１３２ｂとが一体構造のもの
であっても、別体のギャビオン１３２ａと補強床材１３２ｂとを設置現場で組み立てられ
るものであっても、何れのものであっても栗石１３３や砕石をギャビオン１３２ａの内部
に充填して保持できるものであれば構わない。
【００４２】
　盛土崩れ抑止重し設置工程のふとん籠組立工事に続いて、栗石充填工事が行われ、ふと
ん籠１３２のギャビオン１３２ａの内部空間に栗石１３３または砕石を充填される。
　ギャビオン１３２ａに充填する栗石１３３または砕石には、ギャビオン１３２ａの網部
から抜け落ちて流出しないように、例えば、粒径８０ｍｍ以上の様々な網目内寸よりも大
きなサイズの栗石または砕石を混在させている。
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　これにより、ふとん籠１３２のギャビオン１３２ａは、充填された栗石１３３の相互間
に隙間を生じて通気性が優れたものとなるため、押え盛土１３４を介した既設盛土１１０
の内部の余分な水分に対する排水性が高くなる。
【００４３】
　図１１に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程の押え盛土敷設工事では、ギャビオン
１３２ａと既設盛土１１０の法面との間に設置された補強床材１３２ｂの上面に、盛土材
料を投入して、例えば、振動ローラーなどの重機を用いて、厚さ３０ｃｍ以下の盛土材料
を平らにする敷均しと転圧による締固めとを繰り返して押え盛土１３４を形成する。
　以上、説明した盛土崩れ抑止重し設置工程により、法尻部１１１の撤去領域Ａ１と法尻
部１１１の外縁領域Ａ２との下方に形成された非液状化一体構造体１２０の上方に盛土崩
れ抑止重し１３０が形成される。
【００４４】
　図１２に示すように、盛土崩れ抑止重し設置工程が、繰り返し施工され、盛土崩れ抑止
重し１３０を複数積層する際、押え盛土１３４の外縁側となる位置に、前工程で設置され
た下層側のふとん籠１３２におけるギャビオン１３２ａと後工程で設置される上層側のふ
とん籠１３２におけるギャビオン１３２ａとの少なくとも一部を重複するようにふとん籠
１３２を組み立て、既設盛土１１０の法面より急勾配に積層されている。
　これにより、積層された盛土崩れ抑止重し１３０は、既設盛土側に設置した押え盛土１
３４の外縁側を強固な壁面で取り囲んだ構造となる。
【００４５】
　さらに、既設盛土１１０の法尻部とこの法尻部の外縁との下方に設置された非液状化一
体構造体１２０の締固めに作用させる盛土崩れ抑止重し１３０がふとん籠１３２および栗
石１３３を用いて押え盛土１３４の保型性を高めるとともに、急勾配化することによって
緩勾配の押え盛土よりも荷重を増加させている。
　これにより、非液状化一体構造体１２０の内縁側に比べて外縁側の一体性が増加し、既
設盛土１１０の法尻部１１１が変形や円弧状に滑り破壊することを一層抑制する。
　そして、盛土崩れ抑止重しの急勾配化によって、既設盛土１１０における外縁側に用地
境界が隣接するような狭いスペースであっても盛土崩れ抑止重しを設置可能となる。
【００４６】
　次に、本発明の液状化対策メンテナンス工法を施すことによって基礎地盤Ｂの上方に造
成された既設盛土１１０の内部における地下水や浸透水による水位の変化を図１３（Ａ）
および図１３（Ｂ）を用いて説明する。
　図１３（Ａ）に示すように、既設盛土の液状化対策メンテナンス工法により非液状化一
体構造体１２０と、この非液状化一体構造体１２０の上に盛土崩れ抑止重し１３０とは、
通気性に優れており、既設盛土１１０の内部の余分な水分を法尻部外側の地表面に放出す
る。
【００４７】
　非液状化一体構造体１２０の下層砕石１２１および上層砕石１２３は、通気性に優れて
いる。
　そのため、既設盛土１１０が、図中矢印のように、液状化する前の段階で既設盛土１１
０の土中に含まれる水分が非液状化一体構造体１２０を介して図中矢印のように既設盛土
１１０の外側に排水される。
【００４８】
　さらに、ふとん籠に充填された栗石も通気性が優れている。
　そのため、盛土崩れ抑止重し１３０の押え盛土１３４の土中に含まれる水分が、図中矢
印のように、ふとん籠１３２のギャビオン１３２ａを介して既設盛土１１０の外側に排水
されるのみならず、既設盛土１１０の内部の余分な水分も押え盛土１３４とふとん籠１３
２のギャビオン１３２ａとを介して既設盛土１１０の外側に排出されるため、総じて既設
盛土１１０の排水性が高くなる。
　これにより、非液状化一体構造体に加えて盛土崩れ抑止重しの押え盛土および既設盛土
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の内部における地下水や浸透水を積極的に法尻部外側の地表面に放出して蓄積による水位
の上昇を早期に防止し、水位を低い位置に維持している。
【００４９】
　他方、図１３（Ｂ）に示すように、非液状化一体構造体１２０と盛土崩れ抑止重し１３
０とが設置されていない比較例では、既設盛土１１０の土中に含まれる水分が排水されに
くい。
　そのため、地下水や浸透水を既設盛土の内部に蓄積し、水位が高い位置にある。
【００５０】
　続いて、非液状化一体構造体１２０および盛土崩れ抑止重しを設置したことによる効果
を図１４（Ａ）および図１４（Ｂ）を用いて説明する。
　ここで、前提として、地震が発生した場合、図１４（Ａ）および図１４（Ｂ）に示す基
礎地盤Ｂのうち、既設盛土１１０の下方で既設盛土１１０を支持する既設盛土下方基礎地
盤Ｂ３は、既設盛土１１０の荷重を受けて砂粒子同士の接点力が大きいなど拘束効果が大
きいため、液状化しにくい。
　他方、既設盛土下方基礎地盤Ｂ３の外側に位置して既設盛土１１０を支持していない外
側領域基礎地盤Ｂ２は、既設盛土１１０の荷重を受けず砂粒子同士の接点力が小さいなど
拘束効果が小さいため、液状化しやすい。
【００５１】
　図１４（Ａ）に示すように、既設盛土１１０の液状化対策メンテナンス工法により非液
状化一体構造体１２０と、この非液状化一体構造体１２０の上に盛土崩れ抑止重し１３０
が複数積層されると、既設盛土１１０における内部の水位が低く保たれており、地震発生
の際にこの非液状化一体構造体１２０よりも外側領域である外側領域基礎地盤Ｂ２が液状
化した場合に、既設盛土１１０の法尻部の代わりに設置された盛土崩れ抑止重し１３０を
支持している非液状化一体構造体１２０が液状化した外側領域基礎地盤Ｂ２より剛性の高
い盤として殆ど流されずに位置するとともに、非液状化一体構造体１２０に支持された盛
土崩れ抑止重し１３０が既設盛土１１０を支持する。
　そのため、地震発生して非液状化一体構造体１２０よりも外側領域である外側領域基礎
地盤Ｂ２が液状化した場合であっても、既設盛土１１０の法尻部１１１が変形や円弧状に
滑り破壊すること、すなわち、滑り落ちて破壊されてしまうことを回避して基礎地盤Ｂの
上方に造成された既設盛土１１０の変形を抑制する。
【００５２】
　他方、図１４（Ｂ）に示すように、非液状化一体構造体１２０が設置されていない比較
例では、外側領域基礎地盤Ｂ２が液状化した場合に、既設盛土１１０の法尻部１１１が支
持されない。
　加えて、既設盛土１１０における内部の水位が高いため、既設盛土１１０の内部も接点
力が小さくなっており、拘束効果が小さい。
　そのため、地震発生して既設盛土１１０の下側にある既設盛土下方基礎地盤Ｂ３よりも
外側領域にある外側領域基礎地盤Ｂ２が液状化した場合に、既設盛土１１０の法尻部１１
１が変形や円弧状に滑り破壊して、既設盛土１１０の全体が変形してしまう。
【００５３】
　さらに、本実施例の既設盛土の液状化対策メンテナンス工法では、従来の液状化対策工
法のような重機足場の施工、基礎地盤Ｂの深いところへの排水管や梁部の設置、基礎地盤
Ｂに大量のセメントを流し込むことによる地盤改良の必要がない。
　また、基礎地盤Ｂの上方に造成された既設盛土１１０の法尻部１１１よりも内側中央箇
所の一時除去、既設盛土１１０における内側中央箇所の下方に位置する既設盛土下方基礎
地盤Ｂ３の掘削、既設盛土１１０の内側中央箇所に設置された道路の撤去についても、必
要がない。
【００５４】
　さらに、既設盛土１１０が液状化する前の段階で非液状化一体構造体１２０が通気性に
優れて既設盛土の内部に存在する余分な水分が非液状化一体構造体１２０を介して法尻部
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１１１より外側の地表面に放出されるとともに、盛土崩れ抑止重しのギャビオン１３２ａ
によって形成された壁面が通気性に優れて押え盛土および既設盛土の内部における地下水
や浸透水を法尻部外側の地表面に放出して蓄積による水位の上昇を早期に防止している。
【００５５】
　なお、非液状化一体構造体設置工程において、ジオシンセティックスまたは金網からな
る補強シート１２２を下層砕石１２１および上層砕石１２３からなる砕石で挟設したサン
ドイッチ構造の非液状化一体構造体１２０を形成したが、法尻下方基礎地盤Ｂ１の掘削領
域Ａ３の底面側に補強シートを敷設する下側補強シート敷設工事と、この下側補強シート
敷設工事の後に砕石を敷設する包設用砕石敷設工事と、この包設用砕石敷設工事の後に補
強シートを再度敷設する上側補強シート敷設工事と、この上側補強シート敷設工事の補強
シートと下側補強シート敷設工事の補強シートとのそれぞれの外周端部同士を連結する補
強シート連結工事とから構成され、砕石を補強シートで包設した非液状化一体構造体を掘
削領域に形成してもよい。
　これにより、補強シートによって砕石の層を包設した構造となって補強シートと砕石と
の間に大きな摩擦力を発生するとともに非液状化一体構造体の一体性を増す。
【符号の説明】
【００５６】
１１０　・・・　既設盛土
１１１　・・・　法尻部
１２０　・・・　非液状化一体構造体
１２１　・・・　下層砕石（砕石）
１２２　・・・　ジオシンセティックス（非液状化一体構造体用の補強シート）
１２３　・・・　上層砕石（砕石）
１３０　・・・　盛土崩れ抑止重し
１３１　・・・　ジオシンセティックス（盛土崩れ抑止重し用の補強シート）
１３２　・・・　ふとん籠
１３２ａ　・・　ギャビオン（壁面材）
１３２ｂ　・・　補強床材（盛土補強材）
１３３　・・・　栗石（ふとん籠用の重し石）
１３４　・・・　押え盛土（盛土崩れ抑止用の重し盛土）
　Ａ１　・・・　法尻部の撤去領域
　Ａ２　・・・　法尻部の外縁領域
　Ａ３　・・・　法尻下方基礎地盤の掘削領域（掘削範囲）
　Ｂ　　・・・　基礎地盤（現況地盤）
　Ｂ１　・・・　法尻下方基礎地盤
　Ｂ２　・・・　法尻外側領域基礎地盤
　Ｂ３　・・・　既設盛土下方基礎地盤
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